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１．はじめに 

JR 東日本では，首都圏の輸送量の多い線区を対象に，原則として高

さ 6ｍ以上の盛土・切土の耐震補強を実施している． 

盛土での代表的な補強工法としては，図-1 のとおり棒状補強材を打

設し，のり面工と併用することで，線路直角方向の変形を抑制している． 

また，橋台背面部においては，過去の地震で沈下等の事象が発生

していることから，対策を実施することとした．本稿では，橋台背

面沈下対策の設計の考え方を述べ，施工事例について紹介する． 

２． 橋台背面部の性能指標 1） 

 土構造物耐震補強における性能指標を表-1に示す．高さ 8m 以

上または線区的に重要な箇所では，耐震性能Ⅱとし，それ以外は耐

震性能Ⅲとし，ニューマーク法で設計している．盛土の耐震補強で

は，一般部と橋台背面部に分けて考え，橋台背面部では変形量の制

限値を一般部より小さくしている（図-2，表-1）． 

３．橋台背面部対策の設計の考え方 

橋台背面部対策箇所の補強イメージを図-3に示す．また，橋台背

面部対策検討フローを図-5に示す．以下で設計の考え方を述べる． 

(1) 橋台背面部対策箇所共通の補強方針 

① 線路直角方向の設計では，一般部より変位量を厳しくしてい

る．設計に用いる橋台背面部の変形量δは，線路直角方向の

円弧すべりによる沈下量δCと線路方向の橋台変位による沈

下量δLの和で算定している（図-4）． 

② 翼壁部は主に補強土擁壁（L1地震動レベル）で補強する． 

③ 橋台背面付近の軌道に，脱線防止ガードを設置する（写真-1）． 

(2) 線路方向の対策選定フロー 

 図-5は，(1)を実施するほかに，個別に線路方向対策の要否を検討

するフローとして位置付けている．基本的な考え方として，橋台線

路方向の変形を抑制するか，それが困難な場合は，橋台背面地盤改

良による柱状改良体を造成することで，橋台背面の沈下を抑制する． 

なお，(1)の対策を実施すること等を考慮し，橋台の線路方向変形

抑制の設計では，既設橋台の線路方向の安定と部材耐力を照査する

場合は，L1地震動レベルで実施することとした．また，斜角が45°

未満の橋台に対しては，線路方向の検討に加え，橋台背面直角方向

に対する検討を追加している． 
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図-1 盛土耐震補強例（線路直角方向） 

図-2 被害事例および橋台背面部 

表-1 土構造物耐震補強における性能指標 

図-4 橋台背面部の沈下量（変形量）算定 

橋台背面部の沈下量（変形量）＝δL＋δC 

図-3 盛土耐震補強イメージ（橋台背面部） 
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５．設計施工事例 

(1) 橋台ブラケット補強対策の事例を図-6に示す．ブラケットを設

置することで，橋台線路方向の変形を抑制する．本件では，橋

台く体前面側に引張力が発生するため，桁座上部から削孔して

曲げ補強鉄筋を配置している． 

(2) 橋台背面柱状地盤改良体による設計事例を図-7に示す．橋台高

さとほぼ同じ長さの柱状地盤改良体を設置し，背面盛土の沈下

を抑制することとしている． 

６．終わりに 

 本稿では，橋台背面部の補強設計方針を述べ，設計施工事例につ

いて紹介した．個別の検討を要する場合はあるが，斜角橋台を含め

て橋台背面沈下対策の方向性を概ね示すことができたと考えてい

る．今後も設計・施工の考え方に改良を加えながら，耐震補強工事

に取り組み，安全輸送の確保に努めていきたい． 
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図-6 橋台背面補強例（ブラケット補強） 

図-7 橋台背面補強例（背面柱状改良体） 

写真-2 ブラケット補強 
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落橋防止対策有り：支間8m以上

START

END

橋台背面直角方向
対策は検討不要

 橋台背面柱状改良体による補強（e））を実施する箇所は，橋台背面に
直角な方向の検討を追加して行うこと．

 上記以外の補強を実施する箇所については別途個別に検討する．

L1の照査時のモデル（桁部固定条件）

・安定（滑動）
・部材（せん断）

※3

検討モデル
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※4

地震時土圧 慣性力

新しく補強が付加され，地震に抵抗する橋台構造が変わる場合
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上載荷重の側圧
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（ピン）
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（※5）
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（※3）
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２）

（※2） 線路方向の変形量（δ L）については，桁と橋台の遊間量，可動支承
部の可動余裕量，対策設計時の可動余裕量を考慮した上で，適切な
変位量を設定する．

δ （橋台背面部の変形量） ＝ δ L（線路方向の変形量）
+δ c（線路直角方向の円弧すべり変形量）

（※2）

図-5 橋台背面補強 対策選定フロー 

写真-1 脱線防止ガード 
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